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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月29日(2018.1.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのセンサ装置（３０）を有し、アミューズメント乗り物（１０）のホル
ダ（４０）に保持された乗客（２０）を規制する装置（１）において、
　前記センサ装置（３０）は、前記乗客（２０）の座席内の正しい座席位置を識別し監視
する手段（３４）を有することを特徴とする装置（１）。
【請求項２】
　前記センサ装置（３０）の前記手段（３４）は、前記乗客（２０）の体（２２）及び／
又は体の領域（２６）及び／又は体の位置（２４）を検知することを特徴とする請求項１
に記載の装置（１）。
【請求項３】
　前記センサ装置（３０）の前記手段（３４）は、前記乗客（２０）の体（２２）及び／
又は体の領域（２６）を予め与えられた基準となる体の位置（２４）と比較することを特
徴とする請求項１又は請求項２に記載の装置（１）。
【請求項４】
　前記センサ装置（３０）は、スキャナ（３６）を有することを特徴とする請求項１乃至
請求項３の何れか一項に記載の装置（１）。
【請求項５】
　前記センサ装置（３０）は、温度センサ（３４ａ）及び／又は表面測定センサ（３４ｂ
）及び／又は圧力センサ（３４ｃ）及び／又は取り除き可能又は圧縮可能な媒体を検出す
るセンサ（３４ｄ）及び／又は静電容量センサ（３４ｅ）及び／又は超音波センサ（３４
ｆ）及び＼又は赤外線センサ（３４ｇ）を有することを特徴とする請求項１乃至請求項４
の何れか一項に記載の装置（１）。
【請求項６】
　前記センサ装置（３０）の前記手段（３４）は、前記乗客（２０）の体（２２）に隣接
して移動可能ホルダ（４６）が置かれていることを識別し監視することを特徴とする請求
項１乃至請求項５の何れか一項に記載の装置（１）。
【請求項７】
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　前記センサ装置（３０）の前記手段（３４）は、固定ホルダ（４２）に対する前記乗客
（２０）の体の位置（２４）を識別し監視することを特徴とする請求項１乃至請求項６の
何れか一項に記載の装置（１）。
【請求項８】
　前記装置（１）は、前記アミューズメント乗り物（１０）のスタート解放を発するよう
に構成されていることを特徴とする請求項１乃至請求項７の何れか一項に記載の装置（１
）。
【請求項９】
　前記ホルダ（４０）は、固定ホルダ（４２）と移動可能ホルダ（４６）を有しているこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項８の何れか一項に記載の装置（１）。
【請求項１０】
　前記センサ装置（３０）の前記手段（３４）は、前記固定ホルダ（４２）及び／又は前
記移動可能ホルダ（４４）に設けられていることを特徴とする請求項９に記載の装置（１
）。
【請求項１１】
　前記装置（１）は、複数のセンサ装置（３０）を有し、前記ホルダ（４０）内の前記複
数のセンサ装置（３０）は、移動可能ホルダ（４６）内又は、移動可能ホルダ（４６）と
シートシェル（４２）及び／又はバックシェル（４４）内に設けられていることを特徴と
する請求項１乃至請求項１０の何れか一項に記載の装置（１）。
【請求項１２】
　前記センサ装置（３０）は、部分的に又は完全に前記アミューズメント乗り物（１０）
のホルダ（４０）の外側に設けられていることを特徴とする請求項１乃至請求項１１の何
れか一項に記載の装置（１）。
【請求項１３】
　調整装置（５０）を有し、請求項１乃至請求項１２の何れか一項に記載のセンサ装置（
３０）によって前記アミューズメント乗り物（１０）のホルダ（２０）に保持された乗客
（２０）を規制する方法であって、
　少なくとも１つのセンサ装置（３０）を使用することにより測定ユニット（５２）が乗
客（２０）の大きさを検知し、前記調整装置（５０）へ送信し、前記調整装置（５０）は
、前記アミューズメント乗り物（１０）のスタートの前に前記ホルダ（４０）を前記乗客
（２０）の前記大きさに調整することを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記乗客（２０）の前記大きさは前記アミューズメント乗り物（１０）のスタート領域
を前記アミューズメント乗り物（１０）が通過する際に検知されることを特徴とする請求
項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ホルダ（４０）を前記乗客（２０）の前記大きさに調整した後に前記アミューズメ
ント乗り物（１０）のスタートがなされることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記装置（１）は、調整装置（５０）を有し、前記調整装置（５０）は、サーボモータ
（５４）を有することを特徴とする請求項１乃至請求項１２の何れか一項に記載の装置（
１）。
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